
①ふるさと納税の制度、提供事業者の要件・登録方法
説明：名古屋市財政局財政部資金課課長補佐 近藤紀彰氏

株式会社JTB ふるさと開発事業部営業担当課長 山極宗誉氏
②提供事業者による事例紹介

・株式会社岩田三宝製作所専務取締役 岩田康行氏
・株式会社鈴木鉄工所代表取締役 鈴木洋一氏

③個別相談 ※事前予約優先・時間先着順

名古屋市・ＪＴＢ担当者に自社の商品・サービスが
返礼品に該当しそうか気軽にご相談頂けます。（１社１０分程度）

販路拡大＆認知度向上のための

ふるさと納税活用セミナー

名古屋商工会議所中小企業部中エリア担当 木村
TEL：052-223-6746 ／ Eﾒｰﾙ： t.kimura@nagoya-cci.or.jp

多くの事業者が直面する経営課題の１つである“認知度向上”や“販路拡大”。
寄付総額１兆円を超える注目の「ふるさと納税」返礼品提供事業者になる

ことで、小規模事業でも名古屋市への地域貢献をしながら、費用の負担無く
日本全国へ自社の認知度向上や販路拡大が期待できる機会をご提案します！

４月21日(月)

日 時 場 所

🕑14:00
～16:00

名古屋商工会議所
3階第5会議室(中区栄2-10-19)

提供事業者の条件

本社、支社、事業所、工場等の生産拠点又は役務の提供場所のいずれかが名古屋市内に
ある法人・団体又は個人事業者であること など

返礼品の条件

国が定める基準「地場産品基準」に適合するものであること
（名古屋市内において主要な工程や企画立案を行い相応の付加価値が生じているもの、名古
屋市内において提供される役務・サービスで名古屋市に相当程度関連性のあるもの等）など
※地場産品基準については解釈の余地があるため、個別にご相談ください。

定員
(先着順)

上記条件を満たす事業の
経営者や担当者 50名 申込

右の二次元コードから
お申込みください
(締切:4/11)

※自社が提供事業者に該当するか不明確な事業者もこの機会に
ぜひご参加ください。

申込サイト https://answer.cci.nagoya/kanriunei/?code=fc97ef74

参加費
無料

費用負担なし!


